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本
格
的
な
復
旧
・
復
興
と
日
本
再
生
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
の
報
道
に
よ
る
と
、
第
一
四
半
期
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
率
は
年
率
換
算
で
マ
イ
ナ
ス
三
・
七
％
、
二
〇
一
一
年
度
の
経
済
成
長
率

は
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
を
受
け
、
実
質
一
・
五
％
だ
っ
た
が
、
〇
・
五
％
に
落
ち
込
む
と
の
見
通
し
が
示
さ
れ
た
。

政
府
・
与
党
は
、
復
興
構
想
会
議
に
よ
る
「
復
興
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」
を
本
年
六
月
に
と
り
ま

と
め
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
第
二
次
補
正
予
算
案
を
策
定
す
る
と
し
て
、
同
年
八
月
以
降
に
な
る
と
い
う
が
、
内
憂
外
患
の
国
難

に
及
ぶ
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
ス
ピ
ー
ド
で
あ
り
、
国
会
の
会
期
を
延
長
し
、
徹
底
し
た
本
格
的
な

復
旧
・
復
興
に
向
け
た
国
会
審
議
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

「
政
府
・
与
党
は
、
菅
政
権
が
責
任
追
及
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
六
月
二
十
二
日
の
会
期
を
も
っ
て
閉
会
す
る
の
か
」
と
い

う
声
も
あ
る
が
、
国
会
を
延
長
し
な
い
理
由
は
奈
辺
に
あ
る
の
か
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

二

一
に
関
連
し
、
第
一
次
補
正
予
算
は
、
瓦
礫
撤
去
費
用
、
仮
設
住
宅
の
建
設
費
な
ど
緊
急
を
要
す
る
対
策
費
が
主
た
る
内

容
で
あ
り
、
震
災
後
の
経
済
全
般
に
お
い
て
は
、
な
お
逼
迫
し
、
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
あ
る
。
日
本
再
生
へ
向
け
た
本

格
的
な
第
二
次
補
正
予
算
に
早
急
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如
何
。

一



三

「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」
と
「
第
二
次
補
正
予
算
」
に
つ
い
て
、
お
互
い
関
連
は
あ
る
も
の
の
、
今
回
の
大
震
災

復
興
に
向
け
て
、
臨
時
の
財
政
需
要
に
充
当
す
る
財
源
調
達
と
は
別
枠
で
処
理
す
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如

何
。

四

一
〜
三
に
関
連
し
、
「
大
震
災
復
興
に
向
け
て
、
特
例
を
設
け
『
震
災
復
興
債
』
を
発
行
し
、
別
会
計
で
処
理
す
る
と
と

も
に
数
年
後
必
要
と
な
る
そ
の
償
還
財
源
を
時
限
的
な
震
災
復
興
税
に
よ
っ
て
賄
う
べ
き
」
と
の
声
が
あ
る
が
、
菅
内
閣
の

見
解
如
何
。

五

一
〜
四
に
関
連
し
、
「
第
二
次
補
正
予
算
の
中
身
に
つ
い
て
、
緊
急
的
な
第
一
次
補
正
予
算
の
不
足
分
を
補
完
し
、
各
自

治
体
が
要
望
し
て
い
る
『
復
興
一
括
交
付
金
』
を
計
上
す
る
と
と
も
に
、
執
行
の
迅
速
化
を
図
る
た
め
、
当
初
に
お
い
て
施

策
・
事
業
が
収
斂
さ
れ
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
け
て
予
算
化
す
べ
き
」
と
の
声
が
あ
る
が
、
菅
内
閣
の
見
解
如

何
。

右
質
問
す
る
。

二


